
　　　　　　公企業とアカウンタビリティー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡　田　　清

　1.　まえがき

　現在のわが国の企業制度は２つの領域の企業制度から成り立っている。

公企業制度（公団，事業団，政府系金融機関，国立大学，国立病院等の国営企業，

上下水道，公営交通，公営住宅，公営医療機関等の公営企業）と私企業制度（電

力，ガス，鉄道等の政府規制産業，株式会社（證券取引法に準拠した上場会社

(quoted company)あるいは公的会社(public company),その他会社）の２つに分

けられる。公企業は，行政法学者（美濃部達吉にょる定義）に従えば「国ま

たは地方公共団体が社会公共に利益のために直接経営する非権力的事業」

であり，（中央・地方）政府が直接建設・管理する事業と（1916年以来）定

義されてきた。歴史的に国営化ないし公営化された理由は一定していない

が，技術革新によって新しい交通・通信システムが登場したとか，国策と

密接に結び付いて政治的理由から公企業となったものであり，はっきりし

た枠組みがあるわけではない。しかし，政治・行政と公企業の関係につい

ては，概略ヨーロッパ大陸型と英米アングロ・サクソン型に分けることが

できる。ヨーロッパ大陸型というのは，地勢的・政治的統治構造(political

governance)を背景（権力的支配の代理人としての公企業）として発展したもの

である。 19世紀のヨーロッパ大陸の鉄道，港湾は国防と密接に結び付い

ていたし，政治との関係を無視して考えることはできない。私企業につい

ても保護育成（幼稚産業保護論）を目標にした政策にも国力の増進のために

国の関与が行われた例が多い。 19世紀後半のドイツやフランスでは，企

業という名がついていながらも国家戦略と密接な関連をもっていた。政治

と経済の不可分の原則が強く作用していたといってよかろう1）。
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　わが国の明治政府は，富国強兵・殖産興業を標榜して先進国へのキャッ

チアップ政策を採用した際に，経済思想史上マンチェスター学派と呼ばれ

た自由主義思想に傾倒することなく，大陸法に傾斜した行政システムを採

用した。国家主導型の経済発展政策にとって大陸法の採用が好都合だった

からである。そのため鉄道（官設主義と私設主義をめぐる対立は明治時代の大

きな論争点であった），郵便（3事業），電信，造船，鉄鋼，銀行，などは国

策としての富国強兵・殖産興業政策と密接に関連していた。その後1920

年代以後の都市化の進展と共に，都市交通事業，都市開発事業，住宅開発

（1930年代の池田宏主導の同潤会アパート（東京）が有名），病院事業，その他

救貧事業（社会政策）など都市問題の急展開によって，公営企業が急速に

拡大した。

　第２次大戦後は，それまでの国・公営主義に加えて，電力，ガスなどの

公益事業化（私企業でありながらも独占的ステイタスを与える一方，投資，料金

などを政府規制下に置くビジネス・モデル）を行った。そのため，戦前からの

公企業主義と戦後の公益事業主義が併存することとなった。このように公

企業・公益事業が多く残ったのは，戦後わが国を占領した米軍の中にニュ

ー・ディーラー（1930年代のルーズベルト大統領のニューディール政策の信奉

者）が多く，混合経済体制の優位性が先進各国において広く喧伝されてい

たことが原因である。混合経済体制は1930年代の世界的大不況の救済策

として生まれた，自由放任主義を否定し，政府の役割を重視する経済思想

－10－



の結果として生まれたものである。

　したがって，政府直営の公企業，あるいは公益事業規制は幅広い産業に

及んでも当然なことと考えられていた。しかし，労働組合運動の公然化・

活発化を契機に（政治体制の危機意識から）政府は経営形態の見直しに着手

した。このことは裏返せば，それまでの政府と公企業の関係がいかに密着

したものであったかを如実に物語っている2）。

　　わが国の公企業は，前述のように次のような２つの特色があるといえ

る。（1）公企業の範囲が広いこと，（2）政治と経済の分離が不徹底であり，

公企業は官庁組織と極めて近い組織形態を採用したことの２点である。公

企業の範囲が広いということは，明治政府が採ったキャッチアップ・ポリ

シーによるところが大きいが，政治的には集権主義国家，経済的には修正

（混合経済）主義国家という国家イメージと重なっている。イギリスの労働

党政権が，第２次大戦後に採用した産業国有化政策（石炭産業，ガス・電力

産業からバス産業，ホテル産業まで国有化）ほどではないが，幅広い産業が公

的管理下におかれた。「公企業」をどう定義するかにもよるが，広い定義

にしたがって特許,許可,免許を要する企業も公企業の中に含めるならば，

イギリス労働党政権が採用した国有化政策と大差ない範囲の産業が公企業

の中に入る。狭義の公企業（国・地方団体の直営）に限定しても，決して狭

い範囲とはいえない。

　本稿は，公企業の範囲を明確にすることが目的ではなく，政治（立法府）

・政府（行政府）と公企業の関係，すなわち最近よく聞かれるコーポレー

ト・ガバナンス（企業内統治）の政治版（ポリティカル・ガバナンス，すなわ

ち政治と公企業の支配・従属関係，逆にいえばオートノミーの程度）について検
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討することが目的である。しかし，ここでは政治と企業の関係のうち，ア

カウンタビリティー（公企業→議会＝パーラメンタリー・アカウンタビリティ

ーと公企業→社会＝パブリック・アカウンタビリティー）について述べること

とする。

　2.私企業のアカウンタビリティー

　ここでは私企業の所有と経営が分離されるようになった経緯について述

べておきたい。現在の株式会社制度（自由企業制，有限責任制）が確立した

のは，19世紀の半ば以降のことである。イギリスでは，1864年に登記法

と有限責任法が統合されて会社法が成立している。 18世紀から19世紀に

かけて２つの大きな変化が起こったことに触発されたからである。その１

つは1760年以後の産業革命によって工場生産システム(factory system)が

徐々に導入され，生産力が拡大したことである。もう１つは，1830年に

リバプール・マンチェスター鉄道が旅客鉄道として創設されて以来，1840

年代の鉄道マニア（鉄道建設熱）の時代を迎え，当時の大企業が初めて誕

生したことである3）。

　鉄道の誕生によって，その建設のための資金調達の必要性から資本市場

や銀行制度が充実するようになった。鉄道建設労働のための移民（イギリ

スの場合にはアイルランド人）も盛んになった。当時は（現在とは比べようも

ないが）大企業といえば鉄道ぐらいであり，一部綿織物工業があった程度

であるが，会社法の成立によって企業の資本調達が容易になり，大企業が

生まれ安い（制度的）土壌ができた。それと共に，徐々に資本家と経営者

の役割が分かれるようになった。そのことからやがて会計システムの充実
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が不可欠となった。資本と経営の分離から，株主に対する「説明責任」（ア

カウンタビリティー）を果たすための会計制度の充実が行われるようになっ

た。このようにして産業革命は,鉄道というビッグ・ビジネスを生み出し，

株式会社制度(Joint Stock Company)の創設を促し，会計制度の改革を促進

したのである。株式会社制度の導入が，信用制度，経営組織の変革を経由

して，その後の経済発展に果たした役割は計り知れないものがある。

　資本主義経済という時，そのジェネシス（淵源）は13世紀まで溯ると

もいわれるが，資本概念が確立するようになったのはずっと後の高度資本

主義(high capitalism)時代になってからである。初期の個人資本とか特別

資本と呼ばれるような資本から徐々に変換したものであり，工業や公益事

業の固定資本を含むようになったのはかなり後のことである。シドニー・

ポラード(Sidney Pollard,（1963））が「資本主義発展理論の中心にはじめて会

計直行をおいたのはゾンバルトであった」(p. 119)というように，ゾンバ

ルトは経済システムの正確な運営に不可欠な知識体系と複式簿記の重要性

を強調した。複式簿記が登場するまでは，資本という概念そのものが存在

しなかった。したがって，考えようによっては，資本は「複式簿記によっ

てコントロールされる利潤目的の富wealth-for-profit」(ibid., p.120）だと

もいえる。

　ゾンバルトと同様に，簿記の役割を強調した学者のとしてはマックス・

ウエーバー(Max Weber, 1927,Eng. ed. 6th printing,1995）を挙げることがで

きる。マックス・ウエーバーはビジネスの「合理性」を判定する上で欠く

ことのできないものが会計計算であることを強調して，「合理的資本主義

企業は資本計算をもった企業である」(ibid. pp. 275-276)という4）。

　この二人の資本認識，すなわち資本主義経済の発展の中での資本概念の
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認識を複式簿記の中に求めたことは，ポラードによって「ゾンバルト・ウ

エーバー・テーゼ」(the Sombart-Weber thesis)と呼ばれている(Pollard,op･

cit･,p.120）・

　ポラードによれば，会計計算の変革は２段階の経過を経たという。最初

の変革は13世紀から14世紀に始まった金貸しmoney-lendingから商業

資本主義への変革であり，次の変革は18世紀イギリスで始まった商業資

本主義から産業資本主義への変革である。マックス・ウエーバーのいう合

理的会計を生み出したのは最初の段階であるが，資本家が資本を会計計算

の中に組み込まざるをえなくなり，経済学者が新しい資本概念を使うよう

になったのは後の段階になってからである。ポラードはこのような歴史的

スキームを「古典的」といい，そのころは配当とか利潤の厳密な意味も理

解されていなかった。そのような状態は17世紀一杯続いた。たとえばオ

ランダ東インド会社（1602年）は配当は手元の現金残高から支払っていた

し，資本は帳簿上では記帳されていなかった。

　古典的スキームの第２段階になってはじめて固定資本が認識されるよう

になった。理論家の視点からいえば，産業資本主義と商業資本主義の違い

は，２つの段階における資本蓄積の違いであり，商業資本主義に於ける資

本は商品在庫であり，原材料購入や賃金支払いのための資金が資本であっ

た。例外は海運業と鉱山業であったが，これらの産業でも後の鉄道業に比

べれば固定施設が大きかったわけではない。

　第２段階の特色は，実際には産業革命を経たことによって固定資本が増

え，投資が持続するようになり，決まった収入が得られるようになったこ

とである。それと共に会計士や計理士がそれまでは考える必要もなかった

問題が発生するようになった。例えば，工場，設備，交通施設などに埋没

している多額の資本（埋没費用）の問題であるとか，間接費の配分の問題

であるとか，利子をコストと見るかどうかなどさまざまな問題がそれであ

り，工業化に伴う会計上の問題，あるいは工業会計（原価会計）の問題が
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起こった。

　ポラードが指摘するゾンバルト・ウエーバー・テーゼは，後のヒックス

(J.R. Hicks,(1969））の認識と同じであり，産業革命が会計の変革を迫るほ

ど大きな影響を残したことは疑いえない5）。

　　しかしながら，会計処理において資本の概念が定着するには時間を要

した。というのは当時の会計直行では資本，特に固定資本の意味あるいは

概念をよく理解した企業がほとんどなく資本に関する間違った理解が多か

ったからである。中でも，資本を企業成長の推進力とみるのではなく企業

家の付属物とみていたり，資本と収入の混同があったり，現在広く理解さ

れているような資本の理解が広く行き渡っていた訳ではなかった。

　そのため，減価償却の慣行が定着してからでも，それが資本の合理的見

方（企業の継続性など）から出てきたものではなかったし，産業革命から

60年後になっても，まだ会計の「合理化」にはいたっていなかった。前

に述べたように，会社制度の導入によって株主に対する「説明」(account)

の必要が出るようになってから，会計の慣行(accountancy)も変わっていっ

たのである6）。それはとりもなおさず会計（アカウンタンシー）を出資者（資

本家，株主）に説明する必要が出てきたことを意味するものであり，アカ

ウンタビリティーという用語はアカウンタンシーと，その説明責任とが一

体化した用語であり，マネジメントの確立と会社としての統治構造（制度）
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が確立されてはじめて意味をもつというべきであろう。したがって，アカ

ウンタビリティーは私企業に固有な用語でもなければ公企業に固有な用語

でもない。行政（政治）と公企業（経営）の境界がはっきりしていない場

合には，たとえ会計報告が行われたとしても「説明責任」はおのずから限

定的なものになりやすい。

　3.公企業のアカウンタビリティー

　　　一英国のパブリック・コーポレーションの例-

　18世紀後半以後の高度資本主義の展開は企業制度の発展と密接に関連

しており，株式会社制度の確立（イギリス）が，その成果（自由企業割と有

限責任制の統合によるカンパニー・アクト（1864年）の成立）であった。　しか

し，ちょうどその頃から株式会社制度への批判も強くなり，協同組合運動

が展開されたり，企業の国有化（特に鉄道業）が叫ばれた。これはやがて

フェビアン協会や労働党の結成に向けた政治運動へと熟成し，1900年の

労働党の結成へと進む。第１次大戦直後の1918年の労働党年次総会にお

いて政策綱領第４項（産業国有化条項）が採択されたことによって産業の国

有化が労働党の政治課題となった（ブレアー政権になってようやく撤回）。そ

の先駆的国有化が「ロンドン旅客運輸法」（Ｌｏｎｄｏｎ Passenger Transport Act,

1933）の成立であり，その結果成立したのが「ロンドン旅客運輸公社」で

ある。この「公共企業体」(Public Corporation)という初めて登場した企業

形態はロブソン(W. A. Robson, 1960, p. 28)によれば，「公企業の一器官」

（ａｎorgan of public enterprise)であり，「独立性と政治的コントロールの真の

バランスはほとんどの国でまだ確立しておらず，研究・調整がまだ続いて

いる」状態であり，実験的に導入された企業体であった。しかし，それは

利潤目的の株式会社でもなく，さりとて政府直営企業でもない中間的性格

の公企業という位置付けであった。これが後に「モリソンの伝統」(the

Morissonian　Tradition)と呼ばれるようになったものである。それを端的に
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いえば，「公共性の番人」(the cutodian of public interest)であるという性格

と，政治的独立性（独立採算制）を持続するという性格の両立を目的とし

た企業体である。

　（1）公共企業体の指導原理

　ロブソンは，公共企業体の指導原理として５つの原理を指摘している。

その第１は，政策とは無関係な企業経営に対しては議会審査を受けない自

由（議会審査からの自由）である。とはいっても担当大臣のコントロール下

にある以上政治的干渉をまったく受けないということはありえない。それ

はとりもなおさず担当大臣が議会に対して責任を負うことを意味すること

になる。第２は，公平性(disinterestedness)である。それは各企業が独自の

公共目的をもつことを意味する。例えば,石炭庁（当時, National Coal Board)

であれば，石炭産業の効率的な発展という公共目的を法的に規定し，それ

を石炭公社が執行するという具合である。第３は，職員は公務員ではな

く，それは総裁，副総裁，理事，その他スタッフにも適用され，員数，サ

ービス条件について財務省，人事委員会，議会さえもコントロールできな

いことを意味する。第４は，財政は自立しており，予算執行についてはあ

る程度の財務省のコントロール下におかれ，公共資金からの補助も与えら

れるが，原則的には国家の予算から分離されている。第５は，理事などの

経営者は固定任期制であり，そのポストは政権交代期でも空席にならない

という意味で非政治的である。

　ロブソンは，このような公共企業体を憲政組織の革新であるといい，そ

れは①行政を全国ないし地方レベルに拡張し,②産業行政,公益事業行政，

文化団体の行動を普通の政府活動から分離し，③利潤動機を除去して公共

サービス動機に置き換えるものであると評価する(ibid., pp. 64-68)。これ

は1833年にハーバート・モリソンが述べた「公的所有，パブリック・ア

カウンタビリティー，公共目的のための事業経営の結合」を具体的に実現
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する組織形態でもある(ibid., p. 69）。「公共企業体の理論の出発点は国有化

された産業・サービスは公的所有企業と同様に公共分野（ｄｏｍａｉｎ）の一部

を形成するという命題であるｏ　・・・・・・この理論に立脚する公共企業体は，経

営上の意思決定と多数の日常活動あるいは毎日の業務の議会による審査を

うけることなしに，完全なアカウンタビリティーの計測を公共当局に課す

ことができるという理論に基づいている」(ibid., p. 74)。

　モリソンが想定した公共企業体は，公共目的を達成するための政策と経

営を完全に分離する一方，経営の効率をあげるために公的アカウンタビリ

ティーの充実を図ることが重要な企業形態である。したがって，アカウン

タビリティーは公共企業体にとっては予想以上に重要な意味を持つことに

なる。

　（2）パブリック・アカウンタビリティー

　ここでは，ロブソン(ibid., pp. 185-211)に従ってパブリック・アカウン

タビリティーがいつどうして問題になったか，公共的アカウンタビリテイ

ーとは何かについて述べることとする。第２次世界大戦後の最初の選挙に

おいて，ウインストン・チャーチルを立てて戦った保守党は労働党に敗北

を喫したため，労働党が進めようとした産業の国有化をめぐって議論が活

発になった。その際，保守党議員ヒュー・モルソンは下院に国有化産業に

に関する特別委員会(Sellect Cormnittee on NationalizedIndustries)を設置する

考えを提唱した。しかし，1945年から51年まで続いた労働党はこの案を

退けたが，1951年にチャーチルの下で政権に復帰した保守党は「下院は

国有化産業の事情を検討し，何か起こっているかを報告するため」の特別

委員会の設置を決めた。これを契機に国有化産業に対する監督権限をめぐ

って与野党間の論争が始まることとなった。ハーバート・モリソンをはじ

め労働党の有力議員は，企業の日常的な出来事まで監督することに反対し

た。「議会は複雑な産業の経営能率について議論するには，ふさわしくな
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い」というのが理由であった。しかし，特別委員会は議会と国有化産業の

連絡役を務める常設委員会の設置に賛成し，政府もそれを受け入れたが，

政府は審議付託条項，内容，その他について大幅な修正を提案し，一般的

政策よりは当面の政策問題に限定するよう提案した。例えば，賃金や雇用

条件など団体交渉によって決定されることは，審議の対象外とするよう提

案した。かくして政府は条件付で特別委員会の設置に賛成したが，その運

営，内容については議会の内外で賛否両方の議論があった。

　1955年にいったんは下院に常設委員会を設置したが，数回の会合をも

ったところで法務長官(Attorney-General)の勧告を求めたが，委員会への

付託事項については決定できなかった。結局，常設委員会の設置ができ

ず，政府（アンソニー・イーデン首相）は新しい特別委員会の設立を提案し

た。その結果，新しい常設委員会は監理・監査長官を置くこともできず，

財務省専門官に頼らざるをえなかった。要するに，常設委員会の業務がは

っきりしていなかったために，委員会が機能しえなかったのである。

　そこから改めて国有化産業のアカウンタビリテイーとは何かを明確にす

る必要が生じた。「人の行動について弁明するということは，行われた行

動，追求された目的を正当化するために必要な説明を与えるとともに，特

定の期間に行われたことの報告をすることを意味する。ジョイントストッ

ク・カンパニーの年報の役割は株主に説明(account)することであり，年

次総会の主たる目的は企業の所有者に経営のやり方に満足しているかどう

か，取締役を変えたいと思っているかどうかを決定させることである」

(ibid･,p.190）しかし，「その立場はイギリスの国有化産業に関する環境の

中ではまったく違う。株主もいなければ株式もない。企業は国によって所

有され，議会は国民の一般的利益を代表するものと見なされている。しか

し，議会はそうする排他的権利を主張できない。関係大臣が公共企業体を

国益にかなうように仕向ける広範な権限をもっているからである。……他

方，国会議員は会社の株主以上に見解を述べたり，情報を入手するはるか
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に多くの機会をもっている｣(ibid., 191)。

　とはいえ下院の公共会計委員会(Public AccountsCommittee)は議会に対

するアカウンタビリティ一にさまざまな問題を抱えている。公共会計委員

会は公共企業体の無駄な支出に注意を喚起したり，当該年度の財政的結果

を検査することはできても，企業の能率までは最終判断に到達することは

できない。したがって，公共会計委員会に期待できることはほとんどない

ということになった。公認会計士協会はいくつかの方法で議会に協力でき

るという提案をしたが，結局(報告・会計)特別委員会一普通は常設委

員会として知られるｰにおいて検査し，報告することとなった。こうし

て，1957年からはじまって, 58, 59年にわたって４つの報告書がだされ

た。その際，特別委員会は２種類の援助を仰いだ。ひとつは商工業に通暁

した会計士のサービスであり，もうひとつは調査を勧告し，実際の調査を

おこなうためのエコノミストのサービスを仰いだ。

　(3)能率基準

　以上のような経過を経て，必要なことは単なる会計的アカウンタビリテ

ィーや国有化産業の会計情報ではなく，合理的な能率の下で経営されてい

るかどうかを発見することであり，能率は何を内包しているかを発見する

ことが必要であるということになった。生産性に関する情報，理事会が追

求している政策に関する情報とそれから生み出される成功度合い，独占力

を乱用している度合いに関する情報が国会議員だけでなく，一般大衆・消

費者にとって価値があることかどうかが大切となる。そこから能率の概念

は目的に関係するだけでなく手段にも関係してくることになる。このよう

な見解を表明したのはハンソンであるが，ロブソンもこの見解に賛意を表

している。

　そこから次に問題となるのは能率監査(efficiency audit)とは何かという

ことである。そしてそれをどうして計測するかである。労働党の上院会長
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ハーバート・モリソンからは自前の共通能率単位(ｃｏｍｍｏｎ efficiencyunit

for their own use)を持つ必要があるという見解が表明され，ウエッブ夫妻

は，社会主義における能率と進歩の重要な条件はパブリシティーと計測で

あるという。ウエッブ夫妻のいう計測の中には，数量表示だけでなく種類

の決定，質の評価までもでも含まれるといい，夫妻のいうパブリシティー

には報告やブルーブックだけでなく，市民だけでなく，国有化産業の消費

者，経営者，被傭者に向けたあらゆる情報を提供する必要があるという。

ウエッブ夫妻の見解では，与論こそが民主主義においては決定的なのであ

って，与論が効果的に形成されればされるほど他の如何なる管理も成功す

るだろうという。

　そうなるとそこから浮かび上がってくるのは，能率監査(efficiency audit)

はどのような役割をもつのか，どの程度有効かという問題である。ハーバ

ート委員会はこの点に関して能率監査のたぐいのことは，そのためのスタ

ッフも時間もないために事実上不可能であるという見解を表明し，せいぜ

いできることは組織，政策活動についての概括的評価に過ぎないというの

である。この点に関するロブソンの見解は,監査委員会でできるのは法律，

規制，大臣命令で規定されている政策の範囲内の監査であり，国有化産業

が提供する財・サービスの性格，数量，品質，価格政策，経営能率,給与，

教育，昇進方法を含む人事問題，理事会と消費者の関係，資本支出とその

調達方法のような問題を調査することになるだろうという。臨時の，アド

ホック委員会は大きな政策や組織について検討することになる。

　(4)アカウンタビリティーの目的

　以上のことから明らかなように，国有化産業の基本的な目的は，次の３

つになる。その第１は,国有化産業が能率的かつ進歩的に運営されるよう，

政府，議会，国民(the public)を満足させることである。第２は，独占的

立場の不当利用から消費者を保護することである。第３は，労使関係，人
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事管理の良好な関係が維持され，労使紛争による大規模な業務停止が起こ

らないようにすることである。

　そこから生まれるアカウンタビリティーの役割は，国有化産業の目的が

合理的な成功度をもって追求されているかどうかを示す情報を提供するこ

とによって，国有化産業の活動と政策に光をあてることである。そのため

のチャネルとして挙げられるのは，年報，消費者審査会，合同諮問機関，

政府と国有化産業の日常的連絡情報，国会議員の国有化産業との直接連絡

によって得られる情報，議会質問に関する大臣答弁に関する情報，議会に

おける常設委員会の情報，省庁・その他委員会の周全|貴報などである。

　これらの情報はアカウンタビリティーのための手段であり，それによっ

てアカウンタビリティーの完全なシステムが達成されたとはいえない。む

しろ公共的アカウンタビリティーの目的は足りない情報を提供することで

はなく，責任ある（ｕｐｏｎto account)人々の行動に影響を与えることである。

その点では公企業であれ私企業であれ，アカウンタビリティーの重要性は

同様である。前述のように19世紀の後半から，株式会社などの私企業批

判が高まり，イギリスでは産業の国有化が労働党政権下で進められてき

た。1933年の旅客運輸公社の誕生から1979年のサッチャー政権の誕生ま

での間は国有化産業の時代といってよかろう。その成果は決して良好なも

のではなく，1918年の労働党の政策綱領第４項（産業国有化テーゼ）はブ

レヤー政権に至ってその旗を降ろした。そのことは改めて公的部門の在り

方に対する大きな問題提起であると受け止めるべきであろう。ひるがえっ

てわが国の公的部門を見るとき，ヨーロッパ大陸型の公企業主義を踏襲し

てきたが，３公社の民営化をはじめとして，民営化という政策課題の重要

性は衰えていない。しかし，公的部門の管理形態についてはどのような組

織形態がいいのか，官と民の関係はどうあるべきか，なお多くの課題が残

されているように思われる。
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　4.むすび一国有化産業の顛末－

　イギリスの公共企業体は企業の私的所有に対する批判から生まれたもの

であるが，1970年代になってからの公企業に関する論調は，企業が公的

所有であれ私的所有であれ，企業の能率は所有関係とは関係がないという

方向に向かった。その結果，問題の焦点はいかなる基準で企業の能率を判

定するかが重要だと見られるようになった。

　多くの社会主義者は，財産の私的所有は望ましくないというものから，

不道徳的であるというものまでさまざまな意見をもっているが，一般には

経済学者の多くは所有の問題を完全には回避できないとしながらも，企業

の能率が最大になっているかどうかが重要なのであって，所有が公的所有

であるか私的所有であるかについては問題にしなくなった。それは私的所

有と公的所有との相対関係に対する国民の感受性によって影響される。イ

ギリスでは交通，通信，その他の公益事業が公的所有であることに対する

批判は比較的最近までは強くなかったといわれる。わが国の場合も同様で

あり，公企業の財政問題や労使関係などについて私的部門との異質性が表

面化したことを契機に公企業批判が表面化する。国鉄の場合がその典型で

ある。究極のところ，企業の尊厳と国民的信頼に帰着することになるが，

その際パブリック・アカウンタビリティーが極めて重要な役割を果たすこ

とになる。　公企業は古くから独立採算制をどの程度重視するかをめぐっ

て議論の対象とされてきた。わが国の場合には，公共性という一語によっ

て投下したコストを回収することさえ軽視する風潮があった。それを契機

として財政悪化(財政赤字の先送り)に拍車がかかる。たとえば，孫利子方

式による利子補給などの補助政策がそうである。しかし，近年の財政悪化

の主な原因は，継続的経済成長を前提とした投資基準を採用したことにあ

る(成長期待仮説に基づく投資基準)。

　イギリスでは，1961年に事情が変わったとされている(lｖy Papps,(1975)。
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p｡ 54fl)。「国有化産業の財政的・経済的義務」(Cmnd. 1337, HMSO, April

1961）によって，資本投資に関する収益率を公表することを求められたか

らである。それまでは，コストの回収目的の経営をもとめらえていたが，

これを契機に投資についての成果基準を明確にすることが要求されるよう

になった。 1967年にはさらに変更が加えられ，投資基準として割引率を

８％と採用することとされた。 1967年白書では，財政収支目的より効率

的価格政策・投資政策の採用を重視する方向が打ち出された。しかし，国

有化産業に関する特別委員会は，国有化産業の能率を判定するのに単一の

目標収益率を設定することに反対した。その理由は，①全産業に平均収益

率を採用することは，大きな額のクロス・サブシダイゼーション（相互補

助）を隠し，したがって非効率な価格政策になるからである（「クロサブの

罠」），②目標収益率は投資決定のルールたりえない（「投資決定ルールの陥

穽」）の２つである。これをめぐって新たな論争がうまれたが，国有化産

業の成果基準としての目標収益率と効率価格は必ずしも財政的義務に変わ

りうる基準とはなりえない。その理由は，目標収益率規制は国有化産業の

独占力を行使しやすいとか，恣意的に利用されてしまうとかの問題を含む

からである。それよりアメリカの公益事業規制において収益率規制が長く

利用され，その欠点が広く認められることも影響している。非能率の原因

はむしろ政治からの独立性が欠如しているために，理論的整合性よりもさ

まざまな要素を加味して決定されるところに原因があるというのがほぼ一

致した見方である。このことは投資決定プロセスを改良し，精緻化しても

満足のえられる結果は出てこないことを意味する（プロセス・イノベーショ

ンの不完備性）。その結果，1970年代には財政問題が政治問題になり，民

営化（ストラクチャー・イノベーション）への転換を模索することになった。

それが1979年に誕生したサッチャー政権の民営化政策である。しかし，

すべての民営化政策が成功するという保証はない。民営化を基軸にしなが

らも試行錯誤の繰り返しによって新しい時代の組織形態を模索することに

　　　　　　　　　　　　　　　－24－



ならざるをえないであろう。
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